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令和２年６月１６日号 ①

○さゆりハイツ 1 戸（B 棟 2 号）
　（2LDK メゾネットタイプ）
▶家賃等（月額）
　家　賃　24,500 円～ 48,100 円（所得により決定）
　共益費　2,750 円
○みなみハイツ 1 戸（A 棟 4 号）
　（2LDK メゾネットタイプ）
▶家賃等（月額）
　家　賃　22,000 円～ 43,300 円（所得により決定）
　共益費　2,750 円
○清水ハイツ 3 戸（101 号・202 号・204 号）
　（3DK）
※改修が済み、とてもきれいな住戸です。内装等の
　詳細は町ホームページをご覧ください。
▶家賃等（月額）
　家　賃　16,900 円～ 36,300 円（所得により決定）
　共益費　2,000 円
○中郷ハイツ 2 戸（301 号・303 号）
　（3DK）
▶家賃等（月額）
　家　賃　25,000 円（駐車場代：1,500 円 /1 台）
　共益費　2,750 円
○共通事項
▶申込み資格
　以下の条件を全て満たしている方
　①住宅に困窮していること
　②同居親族（婚姻予定者も含む）を有すること
　③政令による収入控除後の世帯の合計所得額が月
　　額 15 万８千円以下、ただし条件により所得月額
　　が 21 万４千円以下（※中郷ハイツは除く）
　④納付すべき税や料金に滞納がないこと
　⑤申込者または同居予定者が反社会的勢力者でないこと
▶募集期間
　① 6 月 24 日（水）～ 7 月 7 日（火）

　② 7 月 8 日（水）～
　※期間内に複数の申込みがあった場合は、入居審
　　査や抽選等により入居の決定を行います。
　　なお、①の期間内に申込みがない場合に、②の
　　募集を行い、②の期間内は申込みがあれば終了
　　します。希望する方は事前に問合わせください。
▶受付時間
　午前９時～午後４時（土日、祝祭日を除く）
▶受付場所
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　中郷ハイツ管理室
▶申込み方法
　入居申込書に必要事項を記入の上、下記へ直接ご
　持参ください。
※募集要項および申込用紙は、中郷ハイツ管理室に準
　備しているほか、町ホームページからダウンロード可
　能です。
▶入居可能日
　入居決定後、10 日以内

※ご不明な点等がありましたら、気軽に問合わせく
　ださい。

▶申込み・問合せ先
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　中郷ハイツ管理室
　☎０２３７- ８５- １８３１

さゆりハイツ・みなみハイツ・清水ハイツ・中郷ハイツへの入居者を募集します



●発熱や風邪症状のある方は、来院前に電話連絡
　をお願いします。
● 7 月の土曜診療は 7 月 4 日です。
●予防接種予約は平日午後 2 時から午後 4 時 30 分
　の間にお電話ください。

【診察予定】

「○」：午前９時から診察
　　　（受付：午前 11 時 30 分まで、
　　　　　　 循環器外来は午前 11 時まで）

「△」：午後２時から診察
　　　（受付：肝臓外来は午後 2 時 30 分まで、
　　　            眼科は午後 3 時 30 分まで）
※都合により変更となる場合があります。
※急患の場合はいつでも診察いたします。
▶問合せ先　町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院 診察・休診のお知らせ

月　日 内科 循環器 肝臓 糖尿 外科 眼科 整形
外科

６/16（火） ○ ○ ○ △
６/17（水） ○
６/18（木） ○ △
６/19（金） ○ ○ ○
６/20（土）
６/21（日）
６/22（月） ○ △
６/23（火） ○ ○ ○ △
６/24（水） ○ ○
６/25（木） ○ △
６/26（金） ○ ○
６/27（土）
６/28（日）
６/29（月） ○ △ ○
６/30（火） ○ ○ △
７/ １（水） ○
７/ ２（木） ○ △
７/ ３（金） ○ ○ ○
７/ ４（土） ○

▶期日・時間　7 月 7 日（火）　午前 10 時～午後４時
▶電話相談　☎６７- ３３０２（学校教育係）
※面談相談希望の方は、電話で申込みください。

7 月の教育相談日

町長と語る日
・期　日　7 月 7 日（火）
　あらかじめ時間を設定したい方は総務課総務係
　（☎６７- ２１１１）までご連絡ください。

総 合 相 談
( 心配ごと・行政・人権・婦人 )

・期　日　7 月 2 日（木）・16 日（木）
・時　間　午後１時～午後３時
・場　所　開発センター 相談室

生活援護などの生活上の相談
・期　日　7 月 9 日（木）
・時　間　午後１時～午後３時
・場　所　開発センター 相談室

高齢者福祉相談
・期　日　7 月 9 日（木）、30 日（木）
・時　間　午前 10 時～正午、午後１時～午後４時
・場　所　開発センター

7 月の各種相談日

○きれいな川で住みよいふるさと運動
　～県下河川一斉清掃にご協力をお願いします～

▶日　時　７月5日（日）午前５時 30 分～午前７時
▶場　所　各地区内の河川や道路
▶内　容　河川敷や道路沿いの草刈り作業及び清掃等

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
　め、マスク着用、2 メートル以上の間隔をあけて
　の作業、終了後の手洗い・うがいをお願いします。
※当日体調の悪い方は作業への参加をご遠慮ください。
※刈り取った草は、河川や水路に流さないでください。
※ツツガムシ病予防のため、長袖シャツ、長靴、
　ゴム手袋等を着用してください。
※詳細については、各区の指示に従ってください。

▶問合せ先
　建設水道課 整備係　☎６７- ２１１５

7 月 5 日は県民河川愛護デー

　町民の皆さんからいただいた民具の中から田作で
使用した道具を中心に展示します。また、使われなく
なった民具がありましたら、下記までご連絡ください。
▶期　間　　6 月 17 日（水）～ 7 月 6 日 ( 月 )
▶場　所　　創遊館 1 階フォーラム
▶問合せ先
　教育文化課 生涯学習係　☎６７- ２１１８

昔懐かしい民具をご覧ください
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発
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き
る
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画
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す
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た
め
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、
い
い
時
間
の
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て
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し
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う
。

▼
問
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せ
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政
策
推
進
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合
政
策
係
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‐
２
１
１
２

　

７
月
10
日
か
ら
、
全
国
の
法

務
局
で
遺
言
書
の
保
管
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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又
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。
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形
地
方
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局
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３
２
５
８

　

７
月
12
日
（
日
）
に
開
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を

予
定
し
て
い
た
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

大
会
に
つ
い
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、
新
型
コ
ロ
ナ
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イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
中
止
と
な

り
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し
た
。
ご
理
解
の
程
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よ

ろ
し
く
お
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い
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し
ま
す
。

▼
問
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日
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ソ
フ
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ボ
ー
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協
会

　

事
務
局　
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０
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１
２
２
２

　

６
月
23
日
（
火
）
か
ら
29
日

（
月
）
ま
で
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男
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共
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参
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週
間
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で
す
。

　

本
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は
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人
生
の
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間
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使
い
方
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の
仕
方
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重
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い
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ワ
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の
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蒸
し
暑
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続
き
、
雑
草

等
が
よ
く
伸
び
る
季
節
で
す
。

　

各
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庭
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し
て
い
る
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

の
周
辺
に
草
な
ど
が
伸
び
、
検

針
を
す
る
際
に
支
障
が
で
て
い

ま
す
。
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
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は

個
人
の
所
有
で
す
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で
、
各
自

手
入
れ
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　

建
設
水
道
課 

上
下
水
道
係　

☎
67-

３
５
７
０

▼
職
種　

パ
ー
ト
従
業
員

▼
内
容
　

　

食
堂
・
宴
会
補
助
、
清
掃

▼
賃
金
　
時
給
１
０
０
０
円

▼
勤
務
条
件
等

　

出
勤
日
及
び
勤
務
時
間
に
つ

　

い
て
応
相
談

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

い
も
が
わ
温
泉

☎
67-

７
２
４
９

▼
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種
・
採
用
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援
助
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１
名

▼
勤
務
内
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身
の
回
り
の
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と
は
自
分
で

　

で
き
る
高
齢
者
の
日
常
の
お

　

世
話
や
、
介
護
を
要
す
る
方

　

の
介
護
業
務

▼
勤
務
時
間
等

　

シ
フ
ト
制

　
（
４
週
８
休
で
夜
勤
あ
り
）

▼
賃
金

　

月
額
15
万
５
０
０
円
か
ら

▼
資
格
等

　

不
問

▼
応
募
方
法

　

市
販
の
履
歴
書
に
記
入
の
上
、

　

明
鏡
荘
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
選
考
方
法

　

履
歴
書
受
領
後
、
面
接
を
行

　

い
選
考
し
ま
す
。

　
（
面
接
日
は
別
途
指
定
し
ま
す
）

※
当
事
業
所
は
、「
や
ま
が
た
子

　

育
て
・
介
護
応
援
い
き
い
き

　

企
業
」
の
認
定
を
受
け
た
社

　

会
福
祉
法
人
山
形
県
社
会
福

　

祉
事
業
団
が
運
営
し
て
お
り

　

ま
す
。

※
詳
細
、
ま
た
は
ご
不
明
な
点

が
あ
れ
ば
、
気
軽
に
問
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　

社
会
福
法
人

　

山
形
県
社
会
福
祉
事
業
団

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム 

明
鏡
荘

　

☎
68
‐
２
５
２
１

　

７
月
下
旬
に
予
定
し
た
「
ふ

れ
あ
い
荘
夏
ま
つ
り
」
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
と
安
全
面
を
第

一
に
考
慮
し
、
中
止
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

夏
ま
つ
り
を
楽
し
み
に
さ
れ

て
い
た
方
に
は
大
変
申
し
訳
ご

ざ
い
ま
せ
ん
が
、
ご
理
解
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

▼
問
合
せ
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特
別
養
護
老
人
ホ
ー
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ふ
れ
あ
い
荘

　

☎
67-
３
７
０
１

養
護
老
人
ホ
ー
ム

「
明
鏡
荘
」
職
員
募
集

令
和
２
年
度
「
男
女
共
同

参
画
週
間
」
に
つ
い
て

水
道
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

付
近
の
手
入
れ
に
つ
い
て

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管

制
度
が
始
ま
り
ま
す

い
も
が
わ
温
泉

従
業
員
募
集

ふ
れ
あ
い
荘
夏
ま
つ
り

中
止
の
お
知
ら
せ

朝
日
町
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

大
会
中
止
の
お
知
ら
せ



　寒河江年金事務所では、年金相談や年金請求手続
きについて「事前予約」を行っています。お待たせ
時間の少ない「年金相談」をぜひご利用ください。
▶予約申込方法
　・年金相談の予約は、随時、電話または年金相談
　　窓口で受付しています。
　・予約相談希望日の１か月前から前日まで受付し
　　ています。
　・申込みの際は、相談者および配偶者氏名、基礎
　　年金番号、電話番号、相談内容等について確認
　　しますので「年金手帳や年金証書」などを用意
　　してください。

▶予約相談時間帯
　月曜日　 午前 8 時 30 分～午後 6 時
　火～金曜日　午前 8 時 30 分～午後 4 時
　第 2 土曜日　午前 9 時 30 分～午後 3 時
※予約受付時間
　月～金曜日　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

▶予約申込電話番号
　○予約受付専用ダイヤル
　　☎０５７０- ０５- ４８９０
　○寒河江年金事務所予約専用ダイヤル
　　☎０２３７- ８５- ８３１１

年金相談・お手続きの際は、予約相談をご利用ください

　自動車の不正改造（※）については、改造を実施す
ること、改造された自動車を走行させることの両方が法
律で禁じられており、これに違反すると整備命令を受け
たり、罰金等の対象となります。
　国土交通省では、「不正改造車を排除する運動」を
全国的に展開しており、山形運輸支局では、６月を強化
月間として重点的な取組を行っています。この機会に不
正改造についての認識を深め、不正改造は絶対に行わ
ないようにしましょう。
▶不正改造の例
①灯火の色が不適切な灯火器等の取り付け
②運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼付け
③タイヤ、ホイールの車体（フェンダー）外へのはみ出し
④基準外ウィング（エア・スポイラ）の取付け

⑤マフラーの切断・取外し、または基準不適合マフラー
　の装着など
※詳しい情報はこちらから「www.tenken-seibi.com」
　
不正改造車・迷惑黒煙車を確認したら、下記まで情報
を提供してください。

▶問合せ先
　国土交通省 東北運輸局
　山形運輸支局 検査整備保安部門
　☎ ０２３-６８６-４７１４

「不正改造車排除強化月間」のお知らせ

○医療証更新の受付日程（  身   親  共通） ※医療証をお持ちでない方は、健康福祉課（総合窓口）
　へお越しください。
※詳細については 6 月 1 日発行のお知らせ板をご確
　認ください。

▶問合せ先
　健康福祉課 保健医療係　　☎６７- ２１１６
　　　　　　 福祉子育て係　☎６７- ２１３２

受付日 場　所 時　間

６月 25 日（木）
西部公民館 午前 9 時～午前11時 30 分
秋葉山交遊館 午後１時 30 分～午後４時

６月 26 日（金）
開発センター

すこやかルーム
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

重度心身障がい ( 児 ) 者医療証、ひとり親家庭等医療証  更新の受付

○○

　新型コロナウイルス感染症予防のため、身体的距離の確保や咳エチケットの徹底、３
密の回避（密集、密接、密閉）など国で示された「新しい生活様式」を日常生活に取り入
れましょう！

▶問合せ先　総務課 危機管理係　☎６７- ２１１１

日常生活に「新しい生
活様式」の定着を！


